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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、個人の人格尊重の理念の下、個人情報の保護が重要で

あることにかんがみ、学校法人明治大学及びその設置する学校（以下「本

学」という。）が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるこ

とにより、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益及びプライ

バシーの保護に資することを目的とする。 

２ 個人情報の保護に関し、この規程に定めのない事項については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報の保護に

関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）その他の関係法令（以下

「個人情報関連法令等」という。）の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1) 個人情報 本学の学生・生徒及びその保証人並びに役員、教職員、校

友その他本学に関係のある個人に関する情報であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日、個人識別符号その他の記述等により特定の個人を



識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。 

(2) 個人情報データベース等  特定の個人情報をコンピュータを用いて検

索することができるように体系的に構成したもの又は個人情報を一定の

規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索すること

ができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引そ

の他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 

(3) 個人識別符号 特定の個人の身体の一部の特徴をコンピュータで使用

するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、その特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人に個別に割り当てられた文字、

番号、記号その他の符号であって、その特定の個人を識別することがで

きるものをいう。 

(4) 要配慮個人情報 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪

により害を被った事実その他個人に対する不当な差別、偏見その他の不

利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる

個人情報をいう。 

(5) 匿名加工情報 個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当

該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他

の記述等に置き換えることを含む。）又は個人情報に含まれる個人識別符

号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規

則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）により、

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られ

る個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができない

ようにしたものをいう。 

(6) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

(7) 保有個人データ 本学が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停

止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個

人データをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者

の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 

イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な

行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 

ウ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害さ

れるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ



又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるも

の 

エ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮

圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれが

あるもの 

(8) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第７条第１項又は第２項

の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住

民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定された

ものをいう。 

(9) 特定個人情報 個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

(10) 本人 個人情報から識別される特定の個人をいう。 

 （責務） 

第３条 本学は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われ

るべきものであることを認識し、個人情報の適正な取扱いを確保するため

に必要な措置を講じるものとする。 

２ 本学は、本学における個人情報保護の方針を策定し、これを公表す

るとともに、この規程の運用について指針（ガイドライン）を定め、

本学の教職員に周知徹底し、個人情報の保護に関する啓発を図るもの

とする。 

３ 本学の教職員その他本学の業務に従事している者は、職務上知り得た個

人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

（管理責任者） 

第４条 本学は、この規程の目的を達成するため、次に掲げる管理責任者を

置く。 

(1) 個人情報総括管理責任者（以下「総括管理責任者」という。） 

(2) 個人情報部門管理責任者（以下「部門管理責任者」という。） 

(3) 個人情報運用管理責任者（以下「運用管理責任者」という。） 

２ 総括管理責任者は、教務担当常勤理事をもって充て、個人情報保護のた

めの業務について、総括的責任と権限を有する。 

３ 部門管理責任者は、各学部長、大学院長、専門職大学院長、教務部長、

学生部長その他大学付属機関の長、高等学校・中学校長及び部長・室長の

職位にある事務管理職をもって充て、各部門における個人情報保護のため

の業務について責任を有する。 



４ 運用管理責任者は、事務長及び課長を置かない部署の部長・室長、事務

長並びに課長の職位にある事務管理職をもって充て、その所管する業務の

範囲内における個人情報の取得、利用、管理等の運用に関し、適正に処理

する責任を有する。 

   第２章 個人情報の利用目的 

 （利用目的の特定） 

第５条 本学は、個人情報を取り扱うに当たっては、本学の教育・研究の実

施及び業務の遂行上必要な範囲内で、その利用の目的（以下「利用目的」

という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 本学は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有

すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。この場合にお

いて、関連性の有無の判断は、部門管理責任者が行うものとする。 

（目的外利用の禁止） 

第６条 本学は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定

された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはな

らない。この場合において、利用目的の範囲内か否かについて疑義が生じ

た場合は、部門管理責任者に確認するものとする。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

(1) 法令等に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

(3) 公衆衛生の向上又は生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体（以下「国等の機関」という。）又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(5) 個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う必要があるとき（当

該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個

人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

(6) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属

する者（以下「学術研究機関等」という。）に個人データを提供する場合

であって、当該学術研究機関が当該個人データを学術研究目的で取り扱

う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目

的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場



合を除く。）。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条の２ 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法

により個人情報を利用してはならない。 

第３章 個人情報の取得 

（取得の手段） 

第７条 個人情報の取得は、利用目的の達成に必要な限度において、適法か

つ公正な手段により、これを行わなければならない。 

（取得の制限） 

第８条 個人情報の取得は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的

差別の原因となる事項を調査することを目的として行ってはならない。 

２ 要配慮個人情報の取得は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同

意を得て行わなければならない。 

(1) 法令等に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

(3) 公衆衛生の向上又は生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(4) 国等の機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該

要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、

個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当

該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき（当該要配

慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個

人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情

報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限

る。）。 

(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国等の機関その他個人情報関連法令等

で定める者により公開されている場合 

(8) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮

個人情報を取得する場合 

(9) 第１９条第４項各号に掲げる場合において、要配慮個人情報の提供を



受けるとき。 

 （本人から個人情報を取得する場合の措置） 

第９条 本学は、本人から直接書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次項に

おいて同じ。）により個人情報を取得する場合は、本人に対して、あらか

じめ利用目的を明示しなければならない。 

２ 本学は、本人から書面によらずに個人情報を取得する場合は、あらかじ

めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、

本人に通知し、又は公表しなければならない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の

生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正

当な利益を害するおそれがある場合 

(3) 国等の機関が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 （間接的に個人情報を取得する場合の措置） 

第１０条 本学は、本人以外から間接的に個人情報を取得する場合（公開情

報から取得する場合も含む。）は、あらかじめその利用目的を公表してい

る場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しな

ければならない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

(1) 本人からの個人情報の取得時に、あらかじめ本学への提供について本

人の同意を得ていた提供者から取得する場合 

(2) 利用目的に必要な範囲で委託される場合 

(3) 前条第３項各号のいずれかに該当する場合 

(利用目的の変更時の措置） 

第１１条 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人

に通知し、又は公表しなければならない。ただし、第９条第３項又は前条

第２項の規定に該当する場合は、この限りでない。 

第４章 個人データの管理 

 （管理する個人データの届出） 

第１２条 運用管理責任者は、所管業務において個人情報を取得し、個人情



報データベース等を作成したときは、当該個人データの内容、利用目的及

び管理方法について部門管理責任者に届け出なければならない。届け出た

内容を変更した場合も、同様とする。 

 （適正管理） 

第１３条 部門管理責任者及び運用管理責任者は、所管の個人データの漏え

い、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人データの安全管理のために必

要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 部門管理責任者及び運用管理責任者は、個人データを取り扱う所属員に

対し、所管の個人データの安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を

行わなければならない。 

３ 部門管理責任者及び運用管理責任者は、所管の個人データを、その利用

目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態に保つよう努め

なければならない。 

４ 部門管理責任者及び運用管理責任者は、保有する必要がなくなった所管

個人データを、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。 

 （情報システムにおける個人データの管理） 

第１４条 学校法人明治大学総合情報システム管理規程（１９９３年度規程

第３号）第５条に規定する本学の情報システムの管理・運用に係る管理者

（次項において「情報システム管理者」という。）は、業務遂行上、個人

データを取り扱うときは、当該個人データに係る運用管理責任者と協議の

上、個人データの入力、更新、削除、検索等のコンピュータ処理を行うこ

とができる担当者、処理する個人データの種類及びその処理の範囲その他

処理を行う場合の条件を定めなければならない。 

２ 情報システム管理者は、個人データへの不当なアクセス等の危険に対し

て、技術面において必要な安全対策を講ずるものとする。 

 （教育及び研修） 

第１５条 本学は、所管の個人データを取り扱う教職員に対し、その責務の

重要性を認識させ、具体的な個人データの保護措置に習熟させるため、必

要な教育及び研修を行うものとする。 

 （委託先の監督） 

第１６条 運用管理責任者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託す

る場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、

委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 前項の場合においては、当該委託に係る契約書等に、次に掲げる事項を

記載しなければならない。ただし、委託の内容又は性質により、記載する



必要がないと認められる事項については、この限りでない。 

(1) 委託先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて

知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこと。 

(2) 当該個人データの取扱いの再委託を行うに当たって、委託先は、再委

託する相手方、再委託する業務内容及び再委託先の当該個人データの取

扱方法を本学へ文書をもって事前に報告すること。 

(3) 委託契約期間 

(4) 利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における廃棄若しくは

削除を適切かつ確実に行うこと。 

(5) 委託先における個人データの加工（委託契約の範囲内のものを除く。）、

改ざん等の禁止又は制限 

(6) 委託先における個人データの複写又は複製（安全管理上必要なバック

アップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。）の禁止 

(7) 委託先において個人データ漏えい等の事故が発生した場合における本

学への報告義務 

(8) 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における

委託先の責任 

(9) 契約遵守状況の報告徴収に応じる義務 

（外部要員の監督） 

第１７条 前条第１項の規定は、個人情報の取扱いを含む業務を行うため、

学外から要員を受け入れる場合について準用する。 

 （漏えい等を発見した場合の措置） 

第１８条 本学の教職員は、個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用し

ている事実等を確認したときは、直ちに運用管理責任者に報告しなければ

ならない。 

２ 前項の規定により報告を受けた運用管理責任者は、直ちに部門管理責任

者を経て総括管理責任者に報告し、この対応について協議し、必要かつ適

切な措置を講じなければならない。 

３ 前項の場合において、総括管理責任者は、必要に応じ第２７条に規定す

る明治大学個人情報保護委員会を招集するものとする。 

 （漏えい等の報告） 

第１８条の２ 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その

他の個人データの安全の確保に係る事態であって、個人の権利利益を害す

るおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生

じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が



生じた旨を国の個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

２ 前項に規定する場合には、本学は、本人に対し、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。

ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護する

ため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

第５章 個人データの提供等 

（第三者提供の制限） 

第１９条 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得

ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

(1) 法令等に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

(3) 公衆衛生の向上又は生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

(4) 国等の機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを

得ないとき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。）。 

(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人

データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の

権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情報取

扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。 

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該

個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データ

を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利

益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、本人の求めに応じて当該本人が識別される個

人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に

掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り

得る状態に置いているときは、総括管理責任者の承認を得て、国の個人情

報保護委員会に届け出ることにより、要配慮個人情報、偽りその他不正の

手段により取得されたもの又は第三者から個人情報の保護に関する法律第

２７条第２項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一部を複製



し、又は加工したものを含む。）を除く個人データを第三者に提供すること

ができる。（以下「オプトアウト手続」という。） 

(1) 第三者への提供を利用目的とすること。 

(2) 第三者に提供される個人データの項目 

(3) 第三者に提供される個人データの取得の方法 

(4) 第三者への提供の手段又は方法 

(5) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提

供を停止すること。 

(6) 本人の求めを受け付ける方法 

(7) 第三者に提供される個人データの更新の方法 

(8) 第三者への提供を開始する予定日 

３ 前項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、前項第２

号から第４号まで又は第６号から第８号までに掲げる事項を変更しようと

する場合はあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易

に知り得る状態に置かなければならない。 

４ 次に掲げる場合において、個人データの提供を受ける者は、前３項の規

定の適用については、第三者に該当しないものとする。 

(1) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを取得した部署

又は部門以外の学内の他の部署又は部門で個人データを利用する場合 

(2) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの

全部又は一部を委託する場合 

(3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その

旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の

範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を

有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置いているとき。 

(4) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される

場合 

５ 前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理につ

いて責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その

代表者の氏名を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 

６ 運用管理責任者は、第２項の規定に基づきオプトアウト手続を行う場合、

国の個人情報保護委員会への届出に必要となる資料等を作成し、部門管理



責任者を経て、総括管理責任者に提出しなければならない。 

７ 前項の資料等の提出を受けた総括管理責任者は、遅滞なくオプトアウト

手続を行うものとする。 

 （確認及び記録の作成） 

第１９条の２ 個人データを第三者に提供する場合、当該個人データを提供

する部門の部門管理責任者は、次に掲げる事項を記録し、３年間適切に保

存しなければならない。 

(1) 当該個人データを提供した年月日 

(2) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、

その代表者又は管理人）の氏名（不特定かつ多数の者に対して提供した

ときは、その旨） 

(3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特

定するに足りる事項 

(4) 当該個人データの項目 

(5) 第１９条第１項若しくは第１９条の３に規定する本人の同意を得てい

る旨又は第１９条第２項に基づき提供する旨 

２ 個人データを第三者から受領する場合、当該個人データを受領する部門

の部門管理責任者は、次に掲げる事項を確認した上で、当該情報を含む受

領記録を作成し、３年間適切に保存しなければならない。 

(1) 当該個人データを受領した年月日 

(2) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

(3) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

３ 前２項の規定は、第１９条第１項及び第４項に掲げる場合については、

適用しない。 

 （外国にある第三者への提供） 

第１９条の３ 本学は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同

じ。）にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ本人の

同意を得なければならない。ただし、第１９条第１項各号に該当する場合

又は次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 当該第三者が、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準に

あると認められる個人情報の保護に関する制度を有する外国にある場合 

(2) 当該第三者が、個人データの取扱いについて、個人情報関連法令等に

基づき我が国の個人情報取扱事業者が講ずべきとされている措置に相当



する措置を継続的に講ずるために必要な体制を整備している場合 

   第６章 保有個人データの開示等 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第２０条 本学は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人

の知り得る状態（本人の請求に応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に

置かなければならない。 

(1) 保有個人データの管理部署名及び部門管理責任者の役職名 

(2) 保有個人データの利用目的（第９条第３項第１号から第３号までに該

当する場合を除く。） 

(3) 次項、次条第１項、第２２条第１項又は第２３条第１項から第３項ま

での規定による請求に応じる手続及び第２５条の２に規定する手数料の

額 

(4) 保有個人データの取扱いに関する苦情相談の受付部署 

２ 本学は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の

通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が

明らかな場合 

(2) 第９条第３項第１号から第３号までに該当する場合 

３ 本学は、当該保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたと

きは、本人に対し、遅滞なく、その旨を文書により通知しなければならな

い。 

 （開示） 

第２１条 本学は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示

（当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知

らせることを含む。以下同じ。）を求められたときは、本人に対し、遅滞

なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示する

ことにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開

示しないことができる。 

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ

がある場合 

(2) 本学の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(3) 他の法令に違反することとなる場合 

２ 開示の方法は、当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の



費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあって

は、文書の交付による方法）とする。 

３ 本学は、当該保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨

の決定をしたとき又は当該保有個人データが存在しないときは、本人に対

し、遅滞なく、その旨を文書により通知しなければならない。 

４ 前３項の規定は、当該本人が識別される個人データに係る第１９条の２

第１項及び第２項の記録（その存否が明らかになることにより公益その他

の利害が害されるものとして政令で定めるものを除く。第２５条第２項に

おいて「第三者提供記録」という。）について準用する。 

 （訂正等） 

第２２条 本学は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容

が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加

又は削除（以下この条において「訂正等」という。）を求められた場合に

は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データ

の内容の訂正等を行わなければならない。 

２ 本学は、当該保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等

を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を文書によ

り通知しなければならない。 

 （利用停止等） 

第２３条 本学は、本人から、第６条、第６条の２又は第７条の規定に違反

しているとの理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去

（以下この条において「利用停止等」という。）を求められた場合であっ

て、その違反事実を確認したときは、違反を是正するために必要な限度で、

遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。た

だし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他

の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護す

るため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

２ 本学は、本人から、第１９条第１項又は第１９条の３の規定に違反して

いるとの理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求

められた場合であって、その違反事実を確認したときは、遅滞なく、当該

保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当

該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その

他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利

益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りで



ない。 

３ 本学は、本人から、当該本人が識別される保有個人データを本学が利用

する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る

第１８条の２第１項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識

別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が

害されるおそれがある場合において、当該保有個人データの利用停止等又

は第三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由が

あることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要

な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提

供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停

止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停

止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の

権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。 

４ 本学は、当該保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を

行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は保有

個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若

しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

 （理由の説明） 

第２４条 本学は、第２０条第３項、第２１条第３項、第２２条第２項又は

前条第４項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部につい

て、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をと

る旨を通知する場合は、その理由を付すよう努めなければならない。 

（開示等の手続） 

第２５条 第２０条第２項、第２１条第１項、第２２条第１項又は第２３条

第１項から第３項までの規定による請求（以下この条において「開示等の

請求」という。）をするときは、本人であることを明らかにし、所定の請

求書（様式）に必要な事項を記載し、当該運用管理責任者あてに提出する

ものとする。 

２ 運用管理責任者は、本人に対し、開示等の請求に関し、その対象となる

保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求め

ることができる。 

３ 開示等の請求は、代理人によってすることができる。 

（手数料） 



第２５条の２ 本学は第２０条第２項の規定による利用目的の通知を求め

られたとき又は第２１条第１項の規定による開示の請求を受けたときは、

当該措置の実施に関し、次に掲げる手数料を徴収することができる。 

(1) 開示請求に係る手数料として文書１件につき３００円 

(2) 開示実施に係る手数料として開示請求文書が１５枚以上の場合Ａ４文

書１枚につき２０円 

   第７章 不服の申立て 

第２６条 第２０条第３項、第２１条第３項、第２２条第２項又は第２３条

第４項の規定により本学が決定した措置について不服がある場合は、不服

申立審査会（以下「審査会」という。）に対し、不服の申立てをすること

ができる。 

２ 前項の申立てをするときは、本人であることを明らかにし、当該申立て

に必要な事項を記載した文書を、当該保有個人データを管理する部署の事

務窓口に提出し、当該運用管理責任者及び当該部門管理責任者を経て、審

査会あてに提出するものとする。 

３ 審査会は、第１項の申立てがあったときは、速やかに、必要な調査を行

うものとする。この場合において、審査会は、必要に応じ、不服申立人、

当該機関・部署の教職員その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができる。 

４ 審査会は、調査終了後、その結果（当該不服申立てにより本学が是正措

置等を講ずる場合はその旨）を不服申立人に文書で通知するものとする。 

５ 審査会は、前項の調査結果を第２７条に規定する明治大学個人情報保護

委員会に報告しなければならない。 

６ 審査会に関する事項は、第２７条に規定する明治大学個人情報保護委員

会において定める。 

   第８章 明治大学個人情報保護委員会 

 （明治大学個人情報保護委員会の設置） 

第２７条 本学の個人情報の保護にかかわる重要事項を審議するため、明治

大学個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２８条 委員会は、次の事項について審議する。 

(1) 個人情報の保護に関する全学的な施策に関する事項 

(2) 部門管理責任者及び運用管理責任者から個人情報の取得、利用、提供、

開示、訂正、利用停止等について付議された事項 

(3) その他個人情報の保護に関する重要な事項 



（情報基盤会議等からの意見聴取） 

第２９条 委員会は、本学の個人情報の電子計算機によるシステム上の取扱

いについて審議するときは、情報基盤会議の意見を聴くものとする。 

２ 前項のほか、委員会は、前条に規定する事項の審議に当たり、当該関係

機関に対し、意見を求めることができる。 

（組織） 

第３０条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総括管理責任者 

(2) 総務担当常勤理事 

(3) 教務部長、学生部長、図書館長及び情報基盤本部長 

(4) 総務部長、人事部長、教務事務部長及び情報メディア部長 

（委員長及び副委員長） 

第３１条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長は、総括管理責任者をもって充て、副委員長は、委員の互選によ

り、選出する。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代

行する。 

（会議） 

第３２条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開き、議決す

ることができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を求めることができる。 

（事務） 

第３３条 委員会の事務は、総務部総務課が行う。 

   第９章 匿名加工情報 

 （作成） 

第３４条 匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及び

その作成に用いる個人情報を復元することができないよう、個人情報保護

委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。 

２ 匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除し

た記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関



する情報の漏えいを防止するため、個人情報保護委員会規則で定める基準

に従い、これらの情報の安全管理措置を講じなければならない。 

３ 匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表し

なければならない。 

 （提供） 

第３５条 匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に

提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供

の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る

情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

 （識別行為の禁止） 

第３６条 匿名加工情報を取り扱う際、当該匿名加工情報の作成に用いられ

た個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記

述、個人識別符号、第３４条第１項の規定により行われた加工の方法に関

する情報等を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなら

ない。 

 （安全管理措置等） 

第３７条 本学は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、

匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正

な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、当該措置の内容

を公表するよう努めなければならない。 

   第１０章 雑則 

 （損害賠償） 

第３８条 本学は、この規程に違反し、個人情報を漏洩し、又は不当な目的

に利用したことにより本学に損害を与えた場合には、その者に対し、その

損害に相当する額を請求することができる。 

 （規程の解釈） 

第３９条 この規程の運用について疑義が生じた場合は、委員会において、

その解釈を定める。 

 （規程の改廃） 

第４０条 この規程の改廃は、委員会の議を経なければならない。 

 （委任） 

第４１条 この規程に定めるもののほか、個人情報の保護及び特定個人情報

の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

附 則（１９９９年度規程第８号） 



（施行期日） 

１ この規程は、１９９９年（平成１１年）７月６日から施行する。 

（個人情報の保護に関する規程の廃止） 

２ 個人情報の保護に関する規程（１９９４年度規程第１号）は、廃止する。 

（通達第１０１１号） 

附 則（２００４年度規程第２５号） 

この規程は、２００５年（平成１７年）４月１日から施行する。 

（通達第１３５０号）（注 個人情報の保護に関する法律の施行に伴う全面改正） 

附 則（２００７年度規程第１０号） 

この規程は、２００７年（平成１９年）６月７日から施行する。 

（通達第１５４７号）（注 情報科学センター及び総合情報システム協議会の廃止並びに情

報基盤本部の設置に伴う個人情報保護委員会の委員構成等を変更するための改正） 

附 則（２００７年度規程第３１号） 

この規程は、２００７年（平成１９年）１０月４日から施行する。 

（通達第１５８３号）（注 事務機構改革の実施による事務管理職名称及び部署名称の変更

に伴う改正） 

附 則（２００８年度規程第９号） 

この規程は、２００８年（平成２０年）６月５日から施行し、改正後の規

定は、同年４月１日から適用する。 

（通達第１７００号）（注 二部教務部長の廃止による委員構成等の変更に伴う改正） 

附 則（２００８年度規程第３９号） 

この規程は、２００８年（平成２０年）１１月２０日から施行する。 

（通達第１７５３号）（注 大学院制度改革の実施及び事務機構第一次見直しによる部門管

理責任者の追加及び事務部署名の変更に伴う改正） 

附 則（２００９年度規程第７号） 

この規程は、２００９年（平成２１年）６月１０日から施行し、改正後の

規定は、同年４月２２日から適用する。 

（通達第１８０７号）（注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正） 

附 則（２０１５年度規程第１３号） 

この規程は、２０１５年（平成２７年）１２月３日から施行する。 

（通達第２３５７号）（注 特定個人情報取扱要綱の制定に伴う改正） 

    附 則（２０１７年度規程第２号） 

 この規程は、２０１７年（平成２９年）４月１９日から施行し、改正後の

規定は、同年４月１日から適用する。 

（通達第２４６０号）（注 事務組織改善により人事部長を委員に加えることに伴う改正） 



附 則（２０１７年度規程第２４号） 

 この規程は、２０１８年（平成３０年）２月１日から施行し、改正後の規

定は２０１７年（平成２９年）５月３０日から適用する。 

（通達第２５０８号）（注 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う改正） 

附 則（２０１７年度規程第３６号） 

 この規程は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

（通達第２５３８号）（注 法科大学院法務研究科を専門職大学院に位置付けることに伴う

改正） 

附 則（２０１８年度規程第１８号） 

 この規程は、２０１８年（平成３０年）９月１３日から施行する。 

（通達第２５７７号）（注 個人データの管理体制、様式の変更等に伴う改正） 

附 則（２０２３年度規程第１４号） 

 この規程は、２０２３年７月２０日から施行する。 

（通達第２９４６号）（注 個人情報の保護に関する法律の改正等に伴う改正） 



様式 

保有個人データ開示・停止等請求書 
 

年  月  日 
学校法人明治大学理事長 殿 
 

                  請 求 者（□本人  □代理人） 

                  氏  名               印 

                  住  所 

                  電話番号 

                  （本人の氏名              ） 

明治大学個人情報の保護に関する規程に基づき、次のとおり請求します。 

本 人 の 区 分 
□ 学生・生徒 □ 教職員 □ 校友 □ その他 

所属  

個人データ記録
の件名又は内容 

 

請 求 の 内 容 

□ 開示 □ 訂正・追加・削除 □ 利用の停止 □ 消去 
□ 第三者提供の停止（オプトアウト手続） □ 利用目的の通知  

 

注１ 該当する□欄にチェックしてください。 

２ 「本人の区分」の所属の欄には、学生・生徒の場合は学部学科等及び組番号を、教職員の場

合は所属機関、部署等を、校友の場合は卒業学部学科等及び卒業年度を、その他の場合は、

本学との関係が特定できる機関、役職等を記入してください。 

３ 請求の際には、本人（法定代理人を含む。）であることを確認するために必要な証明書等（本

学の学生証又は教職員証若しくは公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書１点（顔写真

が無い場合は２点）。法定代理人は代理権を証する書類を含む。）を提示してください。本人

が請求できない場合で、代理人が請求するときは、本人からの委任状（直筆署名・押印）並

びに本人及び代理人の身分が確認できる証明書等を提出・提示してください。 

【この欄には記入しないでください。】 

確 認 

書 類 
□ 学生証  □ 教職員証  □ 運転免許証  □ パスポート 
□ その他（                       ） 

日 付 年  月  日 部 署  係  

決 定 

内 容  

日 付 

年  月  日 
管理 
責任者 

 

印 

 

年  月  日   

備   考 
 

 


